
すべての建設アスベスト被害者の  

早期救済・解決を求める意見書  

 

令和３年５月17日、最高裁において、４つの建設アスベスト訴訟（横浜訴

訟、東京訴訟、京都訴訟、大阪訴訟）について、国及び建材企業の責任を認め

る判決が出された。加えて労働基準法上の労働者に該当しない「一人親方等」

に対する国の責任を認める判断が行われたが、「屋外作業者」に対する国の責

任は、危険性を予見することは出来なかったとして認めなかった。  

そして、令和３年６月９日、参議院において、「特定石綿被害建設業務労働

者等に対する給付金等の支給に関する法律」が可決成立したことで、損害賠

償請求訴訟を提起することなく、金銭的な救済が図られることとなったこと

は、建設業従事者のアスベスト被害者の方々にとっては長年の悲願が達成さ

れたと大きく評価できるものである。  

八幡市議会では、建設業従事者におけるアスベスト被害者と遺族への補償

の充実とアスベスト被害の拡大を抑える対策をとり、石綿による健康被害の

救済制度の改善を図ることを強く要望した「建設業従事者のアスベスト被害

者の早期救済・解決を求める意見書」を提出したところである。  

しかし、屋外作業者、また検討事項とされている国の責任以外による被害

の損害賠償、補償の在り方については継続課題となっている。  

さらに最初の提訴から13年という長い月日を費やし、志半ばで亡くなられ

た原告も多数となっている現状からも、給付金については一刻も早く支給し

救済されるべきである。  

ついては、国におかれては、給付金制度を屋外作業者、及び国の責任以外に

よる被害の損害賠償を含め、すべての建設アスベスト被害者を救済する制度

に見直し、早期に給付を開始することを求める。  

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。  
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提出日：令和３年９月２２日 
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議決結果：令和３年９月２２日原案可決 

 


